
平成２８年度 一般社団法人水口病院職員募集要項  
第 ２ 版  

平 成 2７ 年 1０ 月 28 日  

１ ． 職 種 、 採 用 予 定 人 員 及 び 受 験 資 格  

 

・  二 次 募 集  

職 種  採 用 予 定 人 員  受 験 資 格  勤 務 場 所  

事 務 職 員  １ 人  

大 学 、 短 期 大 学 、 専 門 学 校 を 卒

業 し た 者 又 は 平 成 2８ 年 3 月 ま

で に 卒 業 す る 見 込 み の 者  

水 口 病 院  

介 護 老 人 保 健 施 設

看 護 師  ３ 人  

看 護 師 の 資 格 を 有 す る 者 又 は 平

成 2８ 年 に 実 施 さ れ る 国 家 試 験

に 合 格 す る 見 込 み の 者  

水 口 病 院  

介 護 老 人 保 健 施 設

介 護 福 祉 士  ３ 人  

介 護 福 祉 士 の 資 格 を 有 す る 者 又

は 平 成 2８ 年 に 実 施 さ れ る 国 家

試 験 に 合 格 す る 見 込 み の 者  

水 口 病 院  

介 護 老 人 保 健 施 設

ケ ア ワ ー カ ー  １ 人  

高 等 学 校 を 卒 業 し た 者 又 は 平 成

2８ 年 3 月 に 卒 業 す る 見 込 の 者 、

お よ び そ れ ら と 同 等 の 資 格 を 有

す る 者  

水 口 病 院  

介 護 老 人 保 健 施 設

薬 剤 師  １ 人  

薬 剤 師 の 資 格 を 有 す る 者 又 は 平

成 2８ 年 に 実 施 さ れ る 国 家 試 験

に 合 格 す る 見 込 み の 者  

水 口 病 院  

作 業 療 法 士  ２ 人  

作 業 療 法 士 の 資 格 を 有 す る 者 又

は 平 成 2８ 年 に 実 施 さ れ る 国 家

試 験 に 合 格 す る 見 込 み の 者  

水 口 病 院  

介 護 老 人 保 健 施 設

理 学 療 法 士  １ 人  

理 学 療 法 士 の 資 格 を 有 す る 者 又

は 平 成 2８ 年 に 実 施 さ れ る 国 家

試 験 に 合 格 す る 見 込 み の 者  

介 護 老 人 保 健 施 設

言 語 聴 覚 士  １ 人  

言 語 聴 覚 士 の 資 格 を 有 す る 者 又

は 平 成 2８ 年 に 実 施 さ れ る 国 家

試 験 に 合 格 す る 見 込 み の 者  

介 護 老 人 保 健 施 設

調 理 師  ２ 人  

調 理 師 の 資 格 を 有 す る 者 又 は 平

成 2８ 年 に 実 施 さ れ る 国 家 試 験

に 合 格 す る 見 込 み の 者  

水 口 病 院  

 

 

 

 



２ ． 受 験 申 込 み の 手 続 き  

 （ １ ） 必 要 書 類  

・  履 歴 書  

・  成 績 証 明 書  

・  卒 業 見 込 証 明 書  

・  資 格 証 明 書 （ 有 資 格 者 の み ）  

  

＊  上 記 、 書 類 を 郵 送 又 は 水 口 病 院 窓 口 に 持 参 下 さ い 。  

【 郵 送 先 】  

〒 528-0031 

滋 賀 県 甲 賀 市 水 口 町 本 町 2-2-43 

一 般 社 団 法 人  水 口 病 院  人 事 担 当 室 宛  

 

 （ ２ ） 受 験 の 申 込 み が 完 了 し ま し た ら 、 日 時 に つ い て 案 内 を 送 付 致 し ま す 。  

 （ ３ ） 試 験 の 前 日 ま で に 案 内 が 届 か な い 場 合 は 必 ず 一 般 社 団 法 人 水 口 病 院 人 事 担

当 室 ま で お 問 合 せ 下 さ い 。  

  

 

３ ． 受 験 申 込 期 間  

 【 二 次 募 集 】  

  平 成 2７ 年 １ １ 月 ２ 日  （ 月 ） ～ 平 成 ２ ７ 年 11 月 ２ ４ 日  （ 火 ）  

 

＊  持 参 に よ る 申 込 み は 、 月 曜 日 ～ 土 曜 日 の AM８ ： ３ ０ ～ PM５ ： ０ ０ の 間 。

郵 送 の 場 合 は 、 期 日 の 消 印 ま で 有 効 で す 。  

 

 

４ ． 採 用 試 験 の 方 法 、 日 時  

・  試 験 は 応 募 者 数 に よ り １ ～ ３ 回 実 施 し ま す 。職 種 に よ り 第 １ 次 試 験 、第 ２ 次 試

験 、第 ３ 次 試 験 を 行 う 場 合 が あ り 、第 ２ 次 試 験 は 第 １ 次 試 験 の 合 格 者 に 対 し て

行 い 、 第 ３ 次 試 験 は 第 ２ 次 試 験 の 合 格 者 に 対 し て 行 い ま す 。  

・  試 験 時 間 等 に つ き ま し て は 、 別 途 案 内 を お 送 り さ せ て 頂 き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 二 次 募 集 】  

 <第 １ 次 試 験 > 実 施 日 ：  平 成 2７ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 （ 金 ）   

＊  上 記 試 験 日 が ど う し て も 都 合 の 悪 い 場 合 は 、 人 事 担 当 室 ま で ご 連 絡 下 さ い 。 

  

職  種  １ 次 試 験  ２ 次 試 験  場  所  

事 務 職 員 ・ ケ ア ワ ー カ ー  

作 業 療 法 士 ・ 理 学 療 法 士  

言 語 聴 覚 士 ・ 調 理 師  

・  作 文  

・  適 性 検 査  

・  面 接  

面 接  水 口 病 院  

看 護 師  

介 護 福 祉 士  

薬 剤 師  

・  適 性 検 査  

・  面 接  
面 接  水 口 病 院  

 

<第 ２ 次 試 験 > 実 施 日 ： 受 験 者 に 対 し て 改 め て 通 知 し ま す 。  

 
５ ． 採 用 結 果 に つ い て  

・  合 格 者 に は 郵 送 に て 通 知 し ま す 。  

・  最 終 試 験 日 よ り １ 週 間 か ら 10 日 以 内 に 郵 送 し ま す 。  

・  ２ 週 間 以 上 経 っ て 、通 知 が 届 か な い 場 合 は 必 ず 一 般 社 団 法 人 水 口 病 院 人 事 担 当

室 ま で お 問 合 せ 下 さ い 。  

 
６ ． そ の 他  
 （ 採 用 資 格 の 喪 失 ・ 採 用 の 取 消 ）  
  以 下 の 場 合 は 、 採 用 試 験 に 合 格 し て も 採 用 さ れ な い 場 合 が あ り ま す 。  

・  平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 卒 業 見 込 み の 人 で 同 日 ま で に 卒 業 で き な か っ た

場 合  
 
７ ． 申 込 み ・ お 問 合 せ 先  
 職 員 採 用 に 関 す る 質 問 な ど は 、 以 下 へ お 問 合 せ 下 さ い 。  
 
 〒 ５ ２ ８ － ０ ０ ３ １  
 滋 賀 県 甲 賀 市 水 口 町 本 町 ２ － ２ － ４ ３  
 一 般 社 団 法 人  水 口 病 院  人 事 担 当 室  採 用 担 当  
 
 Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ７ ４ ８ － ６ ２ － １ ２ １ ２  
 Ｆ Ａ Ｘ  ０ ７ ４ ８ － ６ ２ － １ ２ １ ５  


